
ご議論いただきたい点について

－H28年度以降残存する調査票について、
・R1.11月分までは過月分合算のために
調査票の書き換えが行われていること
・R1.12月分以降も一部都道府県におい
て合算処理が継続されていたこと
等を踏まえて、どのように調査票の精査
を進めるべきか

－H27年度以前はすでに調査票が廃棄済み
であるところ、既存の電子データ（H21
年度以降は永年保存）を活用しつつ、ど
のように推計を行うべきか

資料４

〇検証委員会報告書のご指摘を踏まえ、統計の信頼回復に向けて、建設工事受注動態統計
調査を適正な姿に遡及改定するため、どのように検討を進めていくべきか。

－合算処理や二重計上の問題のみならず、回収率の計算方法の誤りや完成予定年月の書き
換えの問題があることを踏まえて、どのように検討を進めていくべきか


